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10月

10/15
後半のイベントカレンダー

日 内　　容 メモ
15（日）●農産物即売会→10/1号７㌻ 担当都市農業担当

16（月）

●申�初めての歯磨き教室→9/1号11㌻ 担当
あいぽっく☎543-7303
●申�乳幼児歯科健診→10/1号10㌻ 担当あ
いぽっく☎543-7303

● マイナンバーカード申請用写真撮影
（11/30まで）→12㌻

17（火）

● 行政相談週間昭島市特設相談所→
10/1号７㌻ 担当オンブズパーソン・
市政相談担当☎544-5122
● ３～４か月児健診→10/1号11㌻ 担当
あいぽっく☎543-7303
● 国民健康保険運営協議会→10/1号11
㌻ 担当保険係

18（水）
●農産物即売会→10/1号７㌻ 担当都市農業担当
● ３歳児健診→10/1号11㌻ 担当 あい
ぽっく☎543-7303
● 養育家庭体験発表会→６㌻

19（木）

● 出前講演会・子どもと親の家庭教育
講座→9/15号10㌻ 担当子ども家庭支
援センター☎543-9046
●申�乳幼児歯科健診→10/1号10㌻ 担当あ
いぽっく☎543-7303

● 総合教育会議→10/1号11㌻ 担当企画政策係
● 教育委員会定例会→10/1号11㌻ 担当
教育委員会庶務課
● 男女共同参画推進委員会→10/1号11
㌻ 担当男女共同参画担当
● 障害者自立支援推進協議会→10/1号
11㌻ 担当障害福祉係

20（金）

● 行財政運営審議会→9/1号７㌻ 担当
行政経営担当
●申�歯科講演会→9/1号11㌻ 担当あいぽっ
く☎544-5126

●申�生涯学習サポーター養成講座（全５
回）→9/15号９㌻ 担当社会教育係
●申�図書館見学ツアー→10/1号３㌻ 担当
市民図書館☎543-1523

● 街頭労働相談会→10/1号４㌻ 担当産
業振興係
● 出張ひろば→10/1号10㌻ 担当子育て
ひろばなしのき☎543-6716
●申�双子ひろば→10/1号11㌻ 担当 あい
ぽっく☎543-7303

● 介護保険推進協議会→９㌻

21（土）
●申 �T.A.F.創業支援セミナー→10/1号３
㌻ 担当産業振興係

●農産物即売会→10/1号７㌻ 担当都市農業担当

日 内　　容 メモ

21（土）
●申�環境学習講座→10/1号８㌻ 担当環境
課計画推進係

● 休日骨密度測定→10/1号10㌻ 担当あ
いぽっく☎544-5126

22（日）●農産物即売会→10/1号７㌻ 担当都市農業担当
23（月）● １歳６か月児歯科健診→10/1号11㌻担当あいぽっく☎543-7303

24（火）

●申�消費生活講座→10/1号４㌻ 担当暮ら
しの安全係

●�資源回収→10/1号４㌻ 担当ごみ減量
係☎546-5300
●申�幼児食教室→10/1号11㌻ 担当 あい
ぽっく☎543-7303

25（水）
●農産物即売会→10/1号７㌻ 担当都市農業担当
●申�離乳食講座→10/1号11㌻ 担当 あい
ぽっく☎543-7303

26（木）●申�バス見学・学習会→10/1号14㌻ 担当
暮らしの安全係

27（金）●申�乳がん自己検診法講習会→10/1号10㌻ 担当あいぽっく☎544-5126

28（土）

●申�フレッシュパパ・ママ学級→9/15号
10㌻ 担当あいぽっく☎543-7303
●申�文化財めぐり→10/1号３㌻ 担当文化財担当
●申 �T.A.F.創業支援セミナー→10/1号３
㌻ 担当産業振興係

●農産物即売会→10/1号７㌻ 担当都市農業担当
●申�森林教室→10/1号14㌻ 担当水と緑の係

29（日）
●農産物即売会→10/1号７㌻ 担当都市農業担当
● 納税の休日窓口→10/1号７㌻ 担当納税課
● 介護保険料・後期高齢者医療保険料
の休日窓口→９㌻

30（月）
●申�ウォーキング教室→10/1号10㌻ 担当
あいぽっく☎544-5126

● 国民健康保険運営協議会→９㌻

31（火）
● 市・都民税（３期分）、国民健康保険税（４
期分）の納期限→10/1号７㌻ 担当納税課
● 介護保険料・後期高齢者医療保険料
（４期分）の納期限→９㌻

11/1（水）

2（木）
●申�乳幼児歯科健診→10/1号10㌻ 担当あ
いぽっく☎543-7303

● 昭島市民図書館協議会→９㌻
※●申のイベントは、申し込みが必要です。
※�カレンダー内のページは、「広報あきしま」（特に明記してい
ない場合は今号）のページです。
※�担当で電話番号のないものはすべて市役所☎544-5111（代
表）です。
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　マイナンバーカードは、個人番�
号を証明する書類としてだけで
なく、公的な身分証明書として使
うことができます。また、全国の�
コンビニエンスストアで住民票
の写しなどの証明書を取得する
こともできます。
　次の期間に、マイナンバーカー

ドの申請に必要な顔写真を撮影
し、申請のお手伝いをします。ぜ�
ひご利用ください（申込不要）。
◇�期間　10月16日（月）～ 11月30
日（木）の平日

◇�時間　午前８時30分～11時30
分、午後２時～４時30分

◇�場所　市役所市民係

◇�持ち物　マイナンバー通知カー�
ド（お持ちの方のみ）、または、
運転免許証など住所が確認で
きる書類

☆詳しくは、市民係へ。

 マイナンバーカード申請用の写真を無料で撮影します
この機会に
申請しましょう！

期間限定


